
契 約 業 者 の 住 所 広島市中区上八丁堀４番１号

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和7年1月30日

契 約 業 者 名 洋伸建設株式会社

工 事 の 名 称 広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）築造工事

工 事 場 所 原契約のとおり

工 事 区 分 港湾土木工事

工 事 概 要

工 期 （ 自 ） 原契約のとおり

工 期 （ 至 ） 原契約のとおり

変 更 理 由 別紙変更理由書のとおり

変 更 前 の 契 約 金 額 254,172,787円（税込）

変 更 金 額 39,600,000円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 293,772,787円（税込）



（別紙）

１． 広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）築造工事

２． 令和６年５月８日 ～ 令和７年１月３１日

３．

４．

１） 共通仮設（技術管理費）：施工実態調査の対象工種の変更

２） 構造物撤去工（撤去工）、護岸本体工（現場鋼材切断工）、裏込・裏埋工（裏込工）の施工範囲変更

３） 護岸本体工（管渠工）：管渠工の追加

４） 事業損失防止施設費（水質汚濁防止膜）：設置範囲の変更

５） 護岸基礎工、護岸本体工（場所打ちコンクリート工）、裏込・裏込工（裏込工）：施工数量の変更

６） 構造物撤去工（撤去工）：大型土のう撤去

７） 裏込・裏込工（裏込工）：裏込材

８） 復旧工：船係留施設の製作（運搬・仮置き）の追加

９） 共通仮設（現場環境改善費）：快適トイレに要する費用の計上

大型土のう撤去で発生する中詰め材を、裏込材への流用することとしており、大型土の
う撤去完了にともない流用数量が確定したため、設計図書を変更する。

別件工事において工事の支障となるため撤去した船舶係留施設について、製作（運搬・
仮置き）を追加する。

本工事の護岸本体工施工箇所に既設管渠があるため、管渠工を追加する。

快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。

大型土のう撤去範囲について、鋼矢板切断時に支障とならないことが確認できたため、
裏込工施工範囲のみに施工数量を変更する。

　２５４，１７２，７８７ 円　（変更１回含む）

現地事前確認の結果、現地床堀面地盤高、既設鋼矢板法線について設計図書との相違が
確認されたため、関連工種の施工数量を変更する。

変 更 理 由 書

工 事 名

工 期

請 負 代 金 額

変 更 理 由

　本工事は、広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）の構造物撤去工、護岸基礎工、護
岸本体工、裏込・裏埋工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更
する必要が生じた。

施工実態調査について、令和６年度の対象工種確定に伴い、対象工種について変更す
る。

今後発注する広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）築造工事の工事進捗を図るた
め、本工事の構造物撤去工、護岸本体工及び裏込・裏埋工の施工範囲を変更する。

当初見込んでいた汚濁防止膜の延長では施工範囲を覆うことができないことが判明した
ため、必要な延長を追加する。


